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柏 市 こ ど も ・ 若 者 相 談 セ ン タ ー 内 福 祉 連 携 型 カ フ ェ  

管 理 運 営 事 業 仕 様 書  

 

１  件 名  

  柏 市 こ ど も ・ 若 者 相 談 セ ン タ ー 内 福 祉 連 携 型 カ フ ェ 管 理 運 営  

 事 業  

 

２  趣 旨  

  柏 市 で は ， 子 ど も ・ 子 育 て 世 帯 向 け の 複 合 施 設 と し て ，（ 仮

称 ） 柏 市 こ ど も ・ 若 者 相 談 セ ン タ ー （ 以 下 ，「 当 セ ン タ ー 」 と い

う 。） の 開 設 を 予 定 し て い る 。  

  当 セ ン タ ー は ， す べ て の 子 ど も や 若 者 ， ま た 子 育 て 中 の 保 護 者

を 対 象 に ， 遊 び や 交 流 を 通 じ て ， そ れ ぞ れ が 抱 え る あ ら ゆ る 困 り

ご と や 悩 み を 気 軽 に 相 談 で き ， 必 要 に 応 じ て 継 続 的 な 支 援 を 提 供

し て い く こ と を 目 的 と す る 施 設 で あ る 。  

  本 件 は ， 当 セ ン タ ー １ 階 の エ ン ト ラ ン ス に 設 け る カ フ ェ エ リ ア

で ， 以 下 の 基 本 的 な 考 え 方 の も と 福 祉 連 携 型 の カ フ ェ と し て 実 施

す る も の で あ る 。  

 

３  福 祉 連 携 型 カ フ ェ の 管 理 運 営 に 関 す る 基 本 的 な 考 え 方  

以 下 の 項 目 を 基 に ， 福 祉 連 携 型 カ フ ェ の 運 営 を 行 う 。  

(1) 乳 幼 児 や 障 害 の 有 無 に 関 わ ら ず ， す べ て の 子 ど も ・ 若 者 と そ

の 保 護 者 等 の 施 設 利 用 者 を 対 象 と す る 。  

(2) 当 セ ン タ ー の 利 用 者 の 利 便 性 を 高 め る た め ， 飲 料 や 軽 食 を と

る こ と が で き る 憩 い と 交 流 の 場 と す る 。  

(3) 様 々 な 困 難 を 抱 え る 若 者 が ， 就 労 等 の 体 験 を 得 て ， 個 々 の 状

態 や 適 性 に 応 じ た 社 会 参 加 の 契 機 と な れ る よ う な 場 と す る 。  

(4) 福 祉 連 携 型 カ フ ェ と し て ， 持 続 可 能 な 運 営 と す る 。  

 

４  福 祉 連 携 型 カ フ ェ の 概 要  

 (1) 施 設 名 称 ： (仮 称 )柏 市 こ ど も ・ 若 者 相 談 セ ン タ ー  

 (2) 所  在  地 ：  千 葉 県 柏 市 十 余 二 ３ １ ３ ‐ ９ ２  

 (3) 設 置 場 所 ： 当 セ ン タ ー １ 階 の カ フ ェ エ リ ア  
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 (4) 管 理 面 積 ： 約 ８ ８ ． ０ ４ ㎡ の う ち  

    ・ 厨 房 面 積    約 １ ４ ． ４ ４ ㎡  

    ・ 事 務 室 面 積   約 １ ３ ． ６ ３ ㎡  

    ・ ホ ー ル 面 積   約 ５ ９ ． ９ ７ ㎡  

 (5) 施 設 の 開 設 日 （ 予 定 ）  

   令 和 ９ 年 ４ 月 １ 日  

   な お ， 児 童 相 談 所 の 開 設 は 令 和 ９ 年 ２ 月 １ 日 を 予 定 し て い る 。  

  令 和 ９ 年 ２ 月 １ 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で は ， 児 童 相 談 所  

  以 外 の 施 設 の 利 用 は 想 定 し て い な い 。  

 (6) 施 設 の 開 館 時 間 等 （ 予 定 ）  

    ・ 開 館 時 間 ： ９ 時 ０ ０ ～ ２ １ 時 ０ ０ 分  

    ・ 閉 館 日： 年 末 年 始 ， 施 設 点 検 日 等  

     ※ 警 備 員 は ２ ４ 時 間 配 置  

     ※ 営 業 前 の 搬 入 や 準 備 等 は ８ 時 ３ ０ 分 か ら 実 施 可  

 (7) そ の 他  

  ア  厨 房 器 具 ， 備 品 ， 図 面 等 は 別 添 資 料 の と お り 。  

  イ  厨 房 内 は 電 気 及 び 水 道 が 使 用 可 能 。 ガ ス は 使 用 不 可 。  

  ウ  厨 房 内 は 換 気 扇 は な く ， ガ ス は 使 用 不 可 。  

  エ  隣 接 す る オ ー プ ン ス ペ ー ス （ 屋 外 庇 下 含 む ） も 利 用 可 能 。

「 ３  福 祉 連 携 型 カ フ ェ の 管 理 運 営 に 関 す る 基 本 的 な 考 え

方 」 に 基 づ き 受 託 者 が 企 画 ， 実 施 す る 取 組 に お い て ， オ ー プ

ン ス ペ ー ス を 使 用 す る 場 合 に お い て は ， 柏 市 と 事 前 協 議 の う

え ， 使 用 可 否 の 判 断 を す る も の と す る 。  

 

５  業 務 の 内 容  

  業 務 の 内 容 は 次 の と お り と す る 。  

 (1) 福 祉 連 携 型 カ フ ェ の 運 営 に 関 す る 業 務  

  ア  飲 料 ・ 軽 食 の 提 供  

    上 記 ３ (1)に あ る 施 設 利 用 者 を 対 象 に し た 飲 料 等 を 下 記 を  

   含 め て 提 供 す る こ と 。 厨 房 で は ガ ス 及 び 換 気 扇 が 使 用 が で き  

   な い こ と に 留 意 す る こ と 。  

   (ｱ) 飲 料  

   (ｲ) 軽 食  
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   (ｳ) そ の 他 （ ア イ ス 類 等 ）  

   (ｴ) 乳 幼 児 や 障 害 者 等 の 飲 食 を 想 定 し た メ ニ ュ ー  

  イ  カ フ ェ エ リ ア 内 の 安 全 管 理 及 び 設 備 や 備 品 の 維 持  

    カ フ ェ エ リ ア 営 業 中 に お け る 利 用 者 の 安 全 配 慮 の ほ か ， 営  

   業 時 間 外 も 厨 房 の 施 錠 等 に よ る 安 全 管 理 を 行 う こ と 。  

    ま た ， 厨 房 の 設 備 や カ フ ェ エ リ ア 内 の 備 品 管 理 を 行 う こ と 。  

  ウ  福 祉 連 携 型 カ フ ェ と し て の 企 画 運 営  

    下 記 事 例 を 参 考 に 施 設 の 目 的 や 機 能 に 沿 っ た 利 用 者 へ の 利  

   便 性 や 支 援 を 市 に 提 案 ， 調 整 の う え 取 り 組 む こ と 。  

   (ｱ) 子 ど も や 子 育 て 世 帯 の 利 用 者 に 離 乳 食 や 流 動 食 の 提 供  

   (ｲ) 市 や 施 設 内 の 機 能 等 と 連 携 し ， 社 会 的 養 護 経 験 者 や 障 害  

    等 の 困 難 を 抱 え る 若 者 に 就 労 体 験 の 機 会 等 を 提 供  

 (2) カ フ ェ エ リ ア の 維 持 ・ 管 理 に 関 す る 業 務  

 (3) 前 各 号 に 掲 げ る 業 務 の ほ か ， 市 が 運 営 上 必 要 と 認 め る 業 務  

   例 え ば ， 施 設 に お い て 大 規 模 な 事 業 等 が あ る 際 は ， 市 と 調 整

の う え 可 能 な 限 り 協 力 す る こ と 。  

 

６  福 祉 連 携 型 カ フ ェ の 営 業 に 関 す る 条 件 等  

  カ フ ェ の 営 業 に あ た っ て は 以 下 の 条 件 を 順 守 の う え ， 市 と 調 整  

 の う え 実 施 す る こ と 。 ま た ， 変 更 す る 場 合 も 市 と 調 整 を 図 る こ と 。  

 (1) 営 業 開 始 日  

令 和 ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 営 業 を 開 始 す る こ と 。  

な お ， 令 和 ９ 年 ２ 月 １ 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で は ， 市

と 調 整 の う え 準 備 を 進 め る こ と 。  

 (2) 営 業 日  

   月 曜 日 ～ 金 曜 日 を す べ て 含 む 週 ５ 日 以 上 営 業 す る こ と 。  

 (3) 営 業 時 間  

原 則 ， 午 前 １ ０ 時 か ら 午 後 ５ 時 と す る 。  

開 設 後 の 施 設 利 用 者 の 状 況 等 を 鑑 み ， 必 要 に 応 じ て 市 と 調 整

を 図 る こ と 。  

 (4) 業 務 に 係 る 搬 入 口 ・ 搬 入 方 法  

 搬 入 の 際 は ， １ 階 メ イ ン エ ン ト ラ ン ス の 出 入 口 を 利 用 す る も

の と し ， 施 設 利 用 者 及 び 職 員 の 安 全 に 十 分 配 慮 の う え ， 可 能 な



5 

限 り 短 時 間 で 作 業 を 行 う こ と 。  

(5) 廃 棄 物 等 の 処 理  

 福 祉 連 携 型 カ フ ェ の 運 営 に よ っ て 生 じ る 廃 棄 物 に つ い て は ，

運 営 事 業 者 の 責 任 と 費 用 負 担 に よ っ て 処 理 す る こ と 。  

(6) 施 設 の 管 理 業 務  

 運 営 事 業 者 は ， 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 施 設 及 び 市 の 設

置 し た 設 備 を 使 用 す る こ と 。 ま た ， 以 下 の 業 務 を 行 う こ と 。  

ア  清 掃 業 務  

管 理 業 務 範 囲 （ ホ ー ル ， 厨 房 及 び 事 務 室 ） 内 を 清 潔 に 保 つ

た め に ， 床 ， 調 理 器 具 ・ 設 備 ， 机 ・ 椅 子 等 の 清 掃 を 行 う こ と 。

ゴ ミ の 分 別 及 び 処 理 を 徹 底 し ， 特 に 厨 房 は 清 潔 に 保 つ こ と 。  

イ  食 中 毒 対 策  

食 中 毒 対 策 と し て ， 食 品 衛 生 関 係 法 令 を 遵 守 す る ほ か ， 年

１ 回 以 上 の 健 康 診 断 と ， 年 ６ 回 以 上 の 検 便 を 実 施 す る こ と 。

ま た ， 食 品 営 業 賠 償 共 済 そ の 他 の 食 中 毒 に 係 る 賠 償 責 任 保 険

へ 必 ず 加 入 す る こ と 。  

ウ  利 用 者 の 安 全 確 保  

利 用 者 の 安 全 対 策 ， 避 難 体 制 等 に つ い て ， 各 種 マ ニ ュ ア ル

を 作 成 し ， 万 一 に 備 え て 従 業 員 を 訓 練 す る こ と 。  

(7) 事 務 報 告  

ア  毎 月 終 了 後 ， 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 実 績 報 告 書 を 翌

月 末 ま で に 提 出 す る こ と 。  

(ｱ) 管 理 業 務 の 実 施 状 況  

(ｲ) 施 設 の 利 用 状 況  

(ｳ) 管 理 業 務 に 要 し た 経 費 の 収 支 状 況  

(ｴ) 前 ４ 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 管 理 の 実 態 を 把 握 す る た め

に 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

イ  毎 年 度 終 了 後 ， ３ ０ 日 以 内 に ， 上 記 ア の (ｱ )か ら (ｴ )ま で

を 記 載 し た 業 務 報 告 書 を 提 出 す る こ と 。 た だ し ， 年 度 の 途 中

に お い て 管 理 許 可 の 期 間 が 満 了 し た と き 又 は 管 理 許 可 が 取 り

消 さ れ た と き は ， 当 該 管 理 者 で あ っ た 団 体 は ， そ の 満 了 し た

日 ま た は 取 り 消 さ れ た 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 以 内 に 当 該 年 度

の 当 該 日 ま で の 業 務 報 告 書 を 提 出 す る こ と 。 令 和 ８ 年 度 つ い



6 

て は ， は 営 業 開 始 日 に 応 じ て 市 と 協 議 す る 。  

 (8) 管 理 運 営 の た め の 体 制 整 備  

ア  調 理 に 従 事 す る も の の う ち ， １ 名 以 上 は 調 理 師 の 資 格 を

有 す る 者 を 配 置 す る こ と 。 た だ し ， 調 理 を 要 し な い メ ニ ュ ー

の み を 提 供 す る 場 合 は ， 調 理 師 の 資 格 は 不 要 と す る 。  

イ  共 同 事 業 体 に よ る 管 理 運 営 も 可 と す る 。  

(9) 緊 急 時 の お け る 連 絡 体 制 等 の 構 築  

  運 営 事 業 者 に 対 し ， 本 市 か ら 緊 急 の 連 絡 を す る 場 合 （ 施 設 の

営 業 時 間 外 も 含 む 。） に つ い て ， 速 や か に 連 絡 が で き る よ う な

体 制 を 構 築 し ， 本 市 に 報 告 す る こ と 。  

(10) 使 用 許 可 期 間 の 満 了 時 に 伴 う 引 継 業 務  

使 用 許 可 期 間 の 満 了 な ど に 伴 い ， 本 市 が 運 営 事 業 者 の 選 定 の

た め 説 明 会 を 開 催 す る 場 合 に は ， こ れ に 協 力 す る こ と 。  

(11) そ の ほ か 管 理 運 営 に 関 し 必 要 な 業 務 ， 諸 条 件  

ア  必 要 な 許 認 可 等 の 取 得 ， 監 督 官 庁 へ の 届 出 業 務 等  

イ  食 品 衛 生 法 に 基 づ く 「 飲 食 店 営 業 許 可 」 の 取 得  

 ウ  食 品 衛 生 責 任 者 の 配 置  

 エ  利 用 者 意 見 の 管 理 運 営 へ の 反 映  

 オ  衛 生 管 理 に 配 慮 し た 管 理 運 営 の 実 施  

 カ  個 人 情 報 の 保 護 の 徹 底  

  ク  施 設 利 用 者 の 安 全 確 保  

 

７  施 設 利 用 に 関 す る 条 件  

 (1) 契 約 方 法  

   行 政 財 産 の 使 用 等 に つ い て 市 と 協 定 を 締 結 す る も の と す る 。  

 (2) 協 定 締 結 期 間 及 び 施 設 の 使 用 許 可 期 間  

 市 と の 協 定 締 結 期 間 を 令 和 ８ 年 ７ 月 １ 日 か ら 令 和 １ ２ 年 ３

月 ３ １ 日 ま で と す る 。 ま た ， 当 セ ン タ ー 施 設 に お け る 使 用 許

可 の 期 間 に つ い て は ， 令 和 ９ 年 ２ 月 １ 日 か ら 令 和 １ ２ 年 の ３

月 ３ １ 日 ま で と し ， こ の 期 間 に は 営 業 開 始 に 伴 う 備 品 の 搬 入

等 現 場 の 開 店 準 備 に 必 要 な 期 間 や ， 福 祉 連 携 型 カ フ ェ の 閉 鎖

に 伴 う 原 状 回 復 に 要 す る 期 間 を 含 む も の と す る 。  

 (3) 施 設 使 用 料  
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 福 祉 連 携 型 カ フ ェ の 用 に 供 す る 施 設 及 び 機 器 に 限 り ， 使 用 料

は 無 償 と す る 。 た だ し ， 福 祉 連 携 型 カ フ ェ の 営 業 に か か る 目 的

以 外 の 使 用 は 原 則 認 め な い 。  

(4) 光 熱 水 費  

 光 熱 水 費 の う ち ， 電 気 料 金 及 び 上 下 水 道 料 金 は 個 別 メ ー タ

ー に よ り 検 針 し た 使 用 料 に 基 づ き ， 市 が 発 行 す る 納 入 通 知 書

で 納 期 限 ま で に 納 入 す る こ と 。 そ の 他 使 用 料 が 発 生 す る 場 合

は ， 市 と の 協 議 の う え ， 施 設 全 体 で 検 針 し た 使 用 料 を 面 積 ，

稼 働 日 ， 稼 働 時 間 で 按 分 し た 金 額 に 基 づ き ， 市 が 発 行 す る 納

入 通 知 書 で 納 期 限 ま で に 納 入 す る こ と 。  

 (5) そ の 他 経 費 の 負 担  

   別 紙 「 経 費 負 担 区 分 表 」 の と お り と す る 。  

 (6) 禁 止 事 項  

  ア  運 営 事 業 者 は ，「 ５  業 務 の 内 容 」 に 関 す る 業 務 以 外 に カ

フ ェ エ リ ア な ら び に そ の ほ か の 施 設 を 使 用 し て は な ら な い 。  

  イ  運 営 事 業 者 は ， 協 定 に 基 づ き 施 設 を 使 用 す る 権 利 の 全 部 又

は 一 部 を 第 三 者 に 譲 渡 し ， 転 貸 し ， 質 入 れ 若 し く は 担 保 に 供

し ， あ る い は 名 義 貸 し 等 を す る こ と は で き な い 。  

 (7) 協 定 の 解 除  

 市 は ， 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は ， 協 定 を 解 除 す る こ と

が で き る 。 こ の 場 合 に お い て ， 運 営 事 業 者 に い か な る 損 失 が 生

じ て も ， 市 は 補 償 し な い 。  

 ア  運 営 事 業 者 が こ の 仕 様 書 及 び 関 係 法 令 ， 条 例 及 び 規 則 の

各 条 項 に 違 反 し た と き  

 イ  参 加 資 格 の 詐 称 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 運 営 事 業 者 と し

て 選 定 さ れ た と き  

 ウ  運 営 事 業 者 の 責 め に よ る 休 業 状 態 が １ か 月 間 継 続 し て い

る と き  

 エ  食 品 衛 生 法 第 ５ ５ 条 に 規 定 さ れ た 許 可 の 取 り 消 し 又 は 営  

  業 の 禁 止 若 し く は 停 止 を 受 け た と き  

 オ  そ の 他 市 長 が 認 め た と き  

(8) 原 状 回 復  

 ア  協 定 締 結 期 間 が 満 了 し た と き 又 は 協 定 が 解 除 さ れ た と き
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は ， 許 可 者 は 自 己 の 負 担 に よ り 使 用 物 件 を 原 状 に 回 復 し ，

市 が 指 定 す る 期 日 ま で に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ，

市 が 特 に 承 認 し た 場 合 ， こ の 限 り で は な い 。  

 イ  運 営 事 業 者 が ， 期 日 ま で に 原 状 回 復 の 義 務 を 履 行 し な い

と き は ， 市 が 原 状 回 復 の た め の 処 置 を 行 い ， そ の 費 用 の 支

払 い を 運 営 事 業 者 に 請 求 す る こ と が で き る も の と す る 。 こ

の 場 合 に お い て ， 運 営 事 業 者 は 何 ら 異 議 申 し 立 て す る こ と

は で き な い 。  

(9) 損 害 賠 償  

 ア  運 営 事 業 者 は ， そ の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り ， 使 用 物 件

の 全 部 又 は 一 部 を 滅 失 又 は 毀 損 し た と き は ， 当 該 滅 失 又 は

毀 損 に よ る 物 件 の 損 害 額 に 相 当 す る 額 を 市 に 支 払 わ な け れ

ば な ら な い 。 た だ し ， 運 営 事 業 者 が 事 故 の 負 担 に よ り 当 該

物 件 を 原 状 に 回 復 し た 場 合 は ， こ の 限 り で は な い 。  

 イ  運 営 事 業 者 は ， 物 件 の 使 用 に 当 た り ， 市 又 は 第 三 者 に 損

害 を 与 え た と き は ， 全 て 運 営 事 業 者 の 責 任 で そ の 損 害 を 賠

償 し な け れ ば な ら な い 。  

 

８  法 令 等 の 遵 守  

福 祉 連 携 型 カ フ ェ の 管 理 運 営 に 当 た っ て は ， こ の 仕 様 書 の ほ か ，

各 種 法 律 及 び 関 連 の 法 令 等 （ 施 行 例 及 び 施 行 規 則 ・ 柏 市 条 例 等 を

含 む ） 並 び に 各 種 基 準 等 を 遵 守 す る こ と 。  

な お ， 管 理 許 可 期 間 中 に こ れ ら の 法 令 等 の 制 定 ま た は 改 正 が あ

っ た 場 合 は ， そ の 内 容 を 仕 様 と す る 。  

  

９  立 入 検 査 に つ い て  

本 市 は 必 要 に 応 じ ， 施 設 ・ 物 品 等 並 び に 管 理 運 営 の 実 施 に つ い

て 検 査 を 行 う 。  

 

１ ０  備 品 ・ 消 耗 品 等 の 所 有 権  

運 営 事 業 者 に 貸 し 付 け る 備 品 等 に つ い て は ， 本 市 の 所 有 と し ，

そ の 使 用 及 び 保 管 に は 十 分 注 意 す る こ と 。 運 営 事 業 者 が ， 自 ら 購

入 ・ 搬 入 す る 備 品 等 に つ い て は ， 本 市 に 報 告 の 上 設 置 す る こ と 。  



9 

 

１ １  協 議  

運 営 事 業 者 は ， こ の 仕 様 書 の 各 項 の 解 釈 に つ い て 疑 義 が 生 じ た

と き 又 は こ の 仕 様 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は ， 本 市 と 協 議 の

上 定 め る も の と す る 。  

 

１ ２  注 意 事 項  

業 務 を 実 施 す る に 当 た っ て は ， 次 の 各 項 目 に 留 意 し て 円 滑 に 実

施 す る こ と 。  

(1) 公 の 施 設 で あ る こ と を 常 に 念 頭 に お い て ， 公 平 な 運 営 を 行 う

こ と と し ， 特 定 の 団 体 等 に 有 利 又 は 不 利 に な る 運 営 を し な い こ

と 。  

(2) 施 設 管 理 者 と の 連 携 を 図 っ た 運 営 を 行 う こ と 。  

(3) 運 営 事 業 者 が 施 設 の 管 理 運 営 に 係 る 各 種 規 程 ・ 要 綱 等 を 作 成

す る 場 合 は ， 本 市 と 協 議 を 行 う こ と 。  

(4) 各 種 規 程 等 が な い 場 合 は ， 本 市 の 諸 規 程 に 準 じ て ， 又 は そ の

精 神 に 基 づ き 業 務 を 実 施 す る こ と 。  

(5) そ の 他 ， こ の 仕 様 書 に 記 載 の な い 事 項 に つ い て は ， 本 市 と 協

議 す る こ と 。
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（ 仮 称 ） 柏 市 こ ど も ・ 若 者 相 談 セ ン タ ー 内 カ フ ェ  

管 理 運 営 事 業 仕 様 書 （ 別 添 資 料 ）  

 備 品 一 覧  

 

№  室  名  名 称  数 量  
大 き さ  

（ W×D×H： ㎝ ）  

1 厨 房  ア イ ス シ ョ ー ケ ー ス  1 90×75 

2 厨 房  二 層 シ ン ク  1 150×75 

3 厨 房  台 下 戸 棚  2 150×75 

4 厨 房  台 下 戸 棚 (レ ジ 台 ) 1 120×750 

5 厨 房  台 下 冷 凍 冷 蔵 庫  2 120×80.5 

6 厨 房  製 氷 機  1 150×75 

7 ホ ー ル  椅 子  16 49×54.3×45 

8 ホ ー ル  テ ー ブ ル  4 120×120×72 

9 事 務 室  荷 物 棚  1 150×45×210 

10 事 務 室  事 務 机  1 120×70×72 

11 事 務 室  椅 子  4 50.5×57×102 

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     
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別 紙  経 費 負 担 区 分 表  

№  項 目  備 考  

区 分  

市  運 営 事

業 者  

1 
光 熱 水 費  カ フ ェ 運 営 に 必 要 な 電

気 ， 上 下 水 道 使 用 料  
 ●  

2 
カ フ ェ 設 備 ， 厨 房 設

備 機 器 類 購 入 費  

別 紙 「 備 品 一 覧 」 に 記 載

の 機 器 類  
●   

3 

カ フ ェ 設 備 ， 厨 房 設

備 機 器 類 の 改 装 及 び

補 修  

原 則 と し て 市 の 負 担  ●   

運 営 事 業 者 に 瑕 疵 が あ る

場 合 や 改 良 の た め 施 設 を

修 繕 す る 場 合 等  

 ●  

4 

カ フ ェ 設 備 ， 厨 房 設

備 機 器 類 の 消 耗 品 等

の 維 持 費  

原 則 と し て 運 営 事 業 者 の

負 担   ●  

5 厨 房 内 什 器 類 購 入 費  コ ー ヒ ー メ ー カ ー 等   ●  

6 食 器 類 購 入 費    ●  

7 
業 務 用 通 信 費  通 信 機 器 の 購 入 費 及 び 通

信 料  
 ●  

8 
定 期 清 掃 費  グ リ ス ト ラ ッ プ ， ダ ク ト

等 の 定 期 清 掃 費  
 ●  

9 
日 常 清 掃 費  ホ ー ル の 清 掃 費 （ 器 具 類

含 む ）  
●   

10 
精 算 シ ス テ ム に 関 す

る 維 持 管 理 費  

精 算 シ ス テ ム の 保 守 メ ン

テ ナ ン ス 費 用 等  
 ●  

11 廃 棄 物 処 理 費  ご み 処 分 費   ●  

12 

カ フ ェ の 運 営 に 係 る

保 険 料  

カ フ ェ の 運 営 上 で 発 生 し

た 食 中 毒 や 火 災 等 に 対 応

す る た め の 保 険 料 等  

 ●  

13 
そ の 他 諸 経 費  消 耗 品 費 ， 広 告 宣 伝 費 ，

従 業 員 に 関 す る 費 用 等  
 ●  

 


